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右
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本
件
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
十
五
年
五
月
二
十
五
日
付
質
問
第
一
〇
号
を
も
つ
て
質
問
主
意
書
を
提
出
し
た
の

に
対
し
六
月
三
日
付
答
弁
第
一
〇
号
を
も
つ
て
回
答
が
あ
つ
た
が
、
右
に
つ
い
て
更
に
次
の
事
項
を
再
質
問
す 

る
。 

一 

永
代
信
用
組
合
が
貸
出
限
度
額
を
超
過
し
て
融
資
し
て
い
る
会
社
又
は
過
去
に
融
資
し
た
会
社
は
興
国
農
機

株
式
会
社
、
鎌
倉
ハ
ム
食
品
株
式
会
社
、
一
元
青
果
株
式
会
社
、
横
浜
電
子
株
式
会
社
等
の
ほ
か
に
多
数
に
上

る
も
の
と
う
わ
さ
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
貸
出
限
度
額
を
超
過
し
て
融
資
し
て
い
る
融
資
先
及
び
そ
の
融
資
額

を
調
査
の
上
回
答
さ
れ
た
い
。 

二 

永
代
信
用
組
合
理
事
長
山
屋
八
万
雄
は
、
こ
れ
ら
の
融
資
先
の
会
社
の
社
長
、
会
長
、
又
は
そ
の
他
の
重
役

を
十
数
社
に
わ
た
つ
て
兼
務
し
て
い
る
由
で
あ
る
が
、
山
屋
は
現
在
永
代
信
用
組
合
の
融
資
先
の
い
か
な
る
会

社
の
い
か
な
る
ポ
ス
ト
を
兼
務
し
て
い
る
か
、
あ
わ
せ
て
調
査
の
上
回
答
さ
れ
た
い
。 

全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会
並
び
に
永
代
信
用
組
合
の
不
正
事
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 三 

 



 

 

四 
三 
全
国
信
用
組
合
連
合
会
の
永
代
信
用
組
合
に
対
す
る
貸
出
金
が
貸
出
限
度
額
を
超
過
し
て
行
な
わ
れ
た
事
実

を
政
府
の
昭
和
三
十
五
年
六
月
三
日
受
領
答
弁
第
一
〇
号
の
回
答
は
認
め
て
い
る
が
、
右
は
明
ら
か
に
一
般
法

並
び
に
金
融
機
関
を
律
す
る
各
種
の
特
別
法
に
違
反
す
る
と
思
料
せ
ら
れ
る
が
、
右
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
五

年
三
月
十
九
日
付
を
も
つ
て
東
京
地
検
に
対
し
改
め
て
告
発
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
進
ち
よ
く
状
況
を

承
り
た
い
。 

四 

答
弁
第
一
〇
号
第
三
項
及
び
第
五
項
記
載
の
大
蔵
省
並
び
に
東
京
都
の
各
検
査
時
点
に
お
け
る
検
査
結
果
の

回
答
は
質
問
主
意
書
の
求
め
た
検
査
時
点
と
相
違
し
て
い
る
の
で
、
昭
和
三
十
一
年
八
月
一
日
よ
り
昭
和
三
十

二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
永
代
信
用
と
全
信
連
間
の
預
金
関
係
並
び
に
貸
借
関
係
及
び
拡
充
費

の
受
払
い
を
調
査
の
上
、
永
代
信
用
と
全
信
連
の
間
に
不
符
合
は
な
い
か
回
答
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


